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 原⼦⼒はエネルギーとしての利⽤のみならず、⼯業、医療、農業分野にお
ける放射線利⽤など、幅広い分野において⼈類の発展に貢献しうる。

 エネルギー安全保障やカーボンニュートラルの達成に向けあらゆる選択肢
を追求する観点から、原⼦⼒エネルギーの活⽤は我が国にとって重要。

 ⼀⽅で、使い⽅を誤ると核兵器への転⽤や甚⼤な原⼦⼒災害をもたらし得
ることを常に意識することが必要。
⇒原⼦⼒のプラス⾯、マイナス⾯を正しく認識した上で、安全⾯での最⼤限

の注意を払いつつ、原⼦⼒を賢く利⽤することが重要となる。

原子力利用について：
２．本基本的考え⽅の理念

 「安全神話」から決別し、安全性の確保が⼤前提という⽅針の下、安定的な原⼦⼒エネルギー利⽤を図る。その際、円滑な事業を進めるための環境整備に
加え、放射性廃棄物処理・処分に係る課題や⾰新炉の開発・建設の検討等に伴って出てくる新たな課題等に⽬を背けることなく、国⺠と丁寧にコミュニ
ケーションを図りつつ、国・業界それぞれの役割を果たす。

 原⼦⼒エネルギー利⽤のみならず、⾮エネルギー利⽤含め、原⼦⼒利⽤の基盤たるサプライチェーン・⼈材の維持強化を国・業界が⼀体となって取り組む。
① 東電福島第一原発事故の反省
と教訓
 福島の着実な復興・再⽣
 ゼロリスクはないとの認識の下での継続

的な安全性向上への取組・業務体制の確
⽴・安全⽂化の醸成・防災対応の強化

 国及び事業者による避難計画の策定⽀援
等を通した住⺠の安全・安⼼の確保

 原⼦⼒損害賠償の在り⽅についての慎重
な検討

４．今後の重点的取組について

② エネルギー安定供給やカーボン
ニュートラルに資する原子力利用
 原発事業の予⾒性の改善に向けた取組
 既設原発の再稼働
 効率的な安全確認
 原発の⻑期運転
 ⾰新炉の開発・建設
 安定的な核燃料サイクルに向けた取組
 使⽤済燃料の貯蔵能⼒拡⼤

③ 国際潮流を踏まえた国内外での
取組
 グローバル・スタンダードのフォローアップ
 グローバル⼈材・スタンダード形成への我が

国の貢献
 価値を共有する同志国政府や産業界間での、

信頼性の⾼い原⼦⼒サプライチェーンの共同
構築に向けた戦略的パートナーシップ構築

⑤ 国民からの
信頼回復

 ルール違反を起こさ
ず、不都合な情報も
隠蔽しない

 専⾨的知⾒の橋渡し
⼈材の育成

⑥ 国の関与の下での廃止措
置及び放射性廃棄物の対応
 今後本格化が⾒込まれる原発の

廃⽌措置に必要な体制整備
 処分⽅法等が決まっていない放

射性廃棄物の対応
 国が前⾯に⽴った⾼レベル放射

性廃棄物対応

④ 原子力の平和利用及び
核不拡散・核セキュリティ等
の確保
 プルトニウムバランスの確保
 テロや軍事的脅威に対する課題

への対応
 IAEA等と連携したウクライナ⽀

援

⑦ 放射線・ラジオアイソトー
プ（RI)の利用の展開
 「医療⽤等ラジオアイソトープ製

造・利⽤推進アクションプラン」
の取組（重要RIの国内製造・安定
供給等）

 社会基盤維持・向上等に貢献して
いるという認知拡⼤及び⼯業等の
様々な分野における利⽤の可能性
拡⼤

⑧ イノベーションの創出に
向けた取組
 ⺠間企業の活⼒発揮に資するな

ど成果を社会に還元する研究開
発機関の役割

 原⼦⼒イノベーションに向けた
強⼒な国の⽀援

 サプライチェーン・技術基盤の
維持・強化、多様化

⑨ 人材育成の強化

 異分野・異⽂化の多種多様
な⼈材交流・連携

 産業界のニーズに応じた産
学官の⼈材育成体制拡充

 若⼿・⼥性、専⾨分野を問
わず⼈材の多様性確保/次
世代教育

 エネルギー安定供給不安/地政学
リスクの⾼まり

３．原⼦⼒を取り巻く現状と環境変化

 カーボンニュートラルに
向けた動きの拡⼤

 世界的な⾰新炉の開発・建設/
既設原発の運転期間延⻑

 原⼦⼒エネルギー事業の予⾒性
の低下

 テロや軍事的脅威に対する原⼦
⼒施設の安全性確保の再認識

 ⾮エネルギー分野での放射線
利⽤拡⼤

 経済安全保障の意識の⾼まり
 ジェンダーバランス等、

多様性の確保の重要性増加

 今後の原⼦⼒政策について政府としての⻑期的⽅向性を⽰す羅針盤となるものであり、原⼦⼒利⽤の基本⽬標と各⽬標に関する重点的取組を定めている。
 平成29年（2017年）7⽉に「原⼦⼒利⽤に関する基本的考え⽅」を原⼦⼒委員会で決定、政府として尊重する旨閣議決定。
 「今⽇を含め原⼦⼒を取り巻く環境は常に⼤きく変化していくこと等も踏まえ、『原⼦⼒利⽤に関する基本的考え⽅』も5年を⽬途に適宜⾒直し、改定す

るものとする。」との⾒直し規定があり、令和3年11⽉には、改定に向けた検討を開始することについて原⼦⼒委員会にて公表し、以来、有識者へのヒア
リングと検討を重ね、令和5年2⽉20⽇に原⼦⼒委員会で改定し、2⽉28⽇に政府として尊重する旨閣議決定された。

１．基本的考え⽅について 及び 改定の背景

「原⼦⼒利⽤に関する基本的考え⽅」 原⼦⼒委員会
提出資料

FUKUHARA002_a2
四角形

FUKUHARA002_a2
テキストボックス
資料２




2

医療⽤等ラジオアイソトープ製造・利⽤推進アクションプラン
アクションプラン策定の経緯

• 「セラノスティクス」
（診断と治療を合わせて⾏う考え⽅
やその⼿法）への注⽬の⾼まり

• ラジオアイソトープの⼤量製造を可能とする研究炉の
再稼働の動き

⼀⽅、
• 核医学治療を⾏う病床数の不⾜
• ラジオアイソトープ製造・利⽤を推進する⼈材不⾜

• 製造・研究に多額の投資
• 研究炉・加速器のネットワーク形成を推進
• ラジオアイソトープ及びその原料について獲

得競争の様相

核医学治療への期待 国内の動き・課題 海外の状況

最先端の原⼦⼒科学技術により医療体制を充実し、国⺠の福祉向上に貢献するとともに、
医療サービスの観点から経済安全保障の確保に寄与すべく、

国産ラジオアイソトープを患者のもとへ届けるためのアクションプランを策定

①モリブデン-99/テクネチウム-99mの⼀部国産化による安定的な核医学診断体制の構築
②国産ラジオアイソトープによる核医学治療の患者への提供 ③核医学治療の医療現場での普及
④核医学分野を中⼼としたラジオアイソトープ関連分野を我が国の「強み」へ

10年の間に実現すべき⽬標

アクションプラン
（１）重要ラジオアイソトープの国内製造・安定供給のための取組推進

・JRR-3・加速器を⽤いたモリブデン-99/テクネチウム-99mの安定供給 (可能な限り2027年度末に国内需要の約３割を製造し、国内へ供給）
・「常陽」・加速器を⽤いたアクチニウム-225⼤量製造のための研究開発強化（「常陽」において2026年度までに製造実証）
・アスタチン-211実⽤化に向けた取組強化（2028年度を⽬途に医薬品としての有⽤性を⽰す） 等

（２）医療現場でのアイソトープ利⽤促進に向けた制度・体制の整備
・核医学治療を⾏える病室の整備（特別措置病室等）（核医学治療実施までの平均待機⽉数について、3.8か⽉（2018年）→平均２か⽉（2030年））
・トリウム-227・ガリウム-68等、新たな放射性医薬品への対応 等

（３）ラジオアイソトープの国内製造に資する研究開発の推進
・研究炉・加速器による製造のための技術開発⽀援 ・福島国際研究教育機構による取組推進
・新たな核医学治療薬の活⽤促進に向けた制度・体制の整備 等

（４）ラジオアイソトープ製造・利⽤のための研究基盤や⼈材、ネットワークの強化
・⼈材育成の強化（研究⼈材、医療現場における⼈材等） ・国産化を踏まえたサプライチェーン強化 ・廃棄物の処理・処分に係る仕組みの検討 等
〇科学技術・イノベーション政策、健康・医療政策、がん対策の観点からも重要であるため、関係する政府戦略の⽅向性とも軌を⼀にして取り組む

2022年5⽉31⽇原⼦⼒委員会決定

原⼦⼒委員会
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IAEA リーゼ・マイトナー・プログラムの実施
令和７年6⽉9-20⽇、若⼿・中堅世代の⼥性研究者や専⾨家の原⼦⼒分野におけるキャリア開発のための

機会を提供するIAEAのリーゼ・マイトナー・プログラム（Lise Meitner Programme）が⽇本で開催されま
した。

世界各国からIAEAが選考した15名の原⼦⼒分野の⼥性専⾨家が、２週間にわたり、東京⼤学やJAEAにお
ける原⼦⼒分野の専⾨的講義や実習、国内原⼦⼒関連施設の視察、IAEAが提供する原⼦⼒分野でのキャリア
開発に必要なマネジメント・リーダーシップ能⼒開発WS等を受講しました。

共催：IAEA、内閣府原⼦⼒委員会
協⼒：外務省、

東京⼤学⼤学院⼯学系研究科原⼦⼒専攻・原⼦⼒国際専攻、
原⼦⼒⼈材育成ネットワーク（⽇本原⼦⼒研究開発機構(JAEA)、
⽇本原⼦⼒産業協会(JAIF)、原⼦⼒国際協⼒センター(JICC) ）

会場：東京⼤学（本郷）、JAEA（茨城県）、福島県 他
参加者国籍：アルゼンチン、カナダ、中国、フランス、インドネシア、

ポーランド、パキスタン、スペイン、カザフスタン、
シンガポール、アメリカ、ベネズエラ、⽇本（３名） 開校式の様⼦（令和7年6⽉9⽇、東京⼤学）

東京⼤学での講義 JAEA NSRRでの実習

原⼦⼒委員会
提出資料
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OECD/NEA 国際メンタリングワークショップ
Joshikai in Fukui 2025

OECD/NEAは、ジェンダーギャップへの対処、原⼦⼒セクターにおける強固で多様な⼈材パイプライン確保等を⽬的に、2017
年国際メンタリングワークショッププログラムを開始。現在までカナダ、フランス、ガーナ、⽇本、ケニア、韓国、ルーマニア、スペイン、
英国、⽶国等世界各国で数百⼈の⼥⼦学⽣を対象に実施されている。
⽇本では2017年以降、⾸都圏（計２回）、福島県（計６回）でこれまで計８回開催。第９回となる2025年度は初め
て原⼦⼒委員会共催のもと福井県で開催。福井県を中⼼とした⼥⼦⾼校⽣が参加し、原⼦⼒分野の有識者・メンターらの講
話の聴講ほか、グループディスカッション、ポスターセッション等の活動に参加した。

主催︓経済協⼒開発機構/原⼦⼒機関(OECD/NEA)
共催︓内閣府原⼦⼒委員会
協賛︓関⻄電⼒株式会社、株式会社⽇⽴製作所、株式会社千代⽥テクノル、株式会社クリハラント、

東芝エネルギーシステムズ株式会社、⽇本建設⼯業株式会社、三菱重⼯業株式会社、三菱電機、⻄華産業株式会社
協⼒︓福井⼤学、近畿⼤学、関⻄原⼦⼒懇談会、フラマトムジャパン株式会社、LinqMed Inc.、

株式会社原⼦⼒エンジニアリング、株式会社⽊内計測、原⼦⼒規制庁、若狭湾エネルギー研究センター

⽇ 時︓令和７年7⽉26⽇(⼟)-27⽇(⽇)
会 場︓公益財団法⼈若狭湾エネルギー研究センター（福井県）
参加者︓福井県を中⼼とした⼥⼦⾼校⽣

原⼦⼒委員会
提出資料




